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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次 第35期 第36期 第37期 第38期 第39期

決算年月 令和３年８月 令和４年８月 令和５年８月 令和６年８月 令和７年８月

売上高 (千円) 405,517 400,109 407,569 402,144 470,805

経常利益又は経常損失
（△）

(千円) 44,122 24,100 14,880 △22,532 △15,029

当期純利益又は当期純損
失（△）

(千円) 45,179 23,520 14,300 △23,112 △15,609

持分法を適用した場合の
投資利益

(千円) ― ― ― ― ―

資本金 (千円) 10,000 10,000 10,000 10,000 19,900

発行済株式総数 (株) 1,364 1,364 1,364 1,364 1,382

純資産額 (千円) 412,489 436,009 450,310 427,197 431,388

総資産額 (千円) 968,902 930,141 898,061 884,374 911,427

１株当たり純資産額 (円) △1,266,893.10 △1,245,074.24 △1,231,808.69 △1,253,249.20 △1,228,842.83

１株当たり当期純利益又
は１株当たり当期純損失
（△）

(円) 41,910.73 21,818.86 13,265.54 △21,440.51 △14,455.21

潜在株式調整後１株
当たり当期純利益

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 42.5 46.8 50.1 48.3 47.3

自己資本利益率 (％) 11.5 5.5 3.1 ― ―

株価収益率 (倍) ― ― ― ― ―

配当性向 (％) ― ― ― ― ―

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 47,270 45,554 32,076 8,519 18,567

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △8,851 △18,161 △7,685 △8,938 △7,868

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △54,702 △52,900 △41,682 △19,676 13,670

現金及び現金同等物
の期末残高

(千円) 71,562 46,054 28,763 8,668 33,037

従業員数
(外、平均臨時雇用者数)

(人)
30 29 29 31 36
(15) (16) (17) (14) (19)
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(注) １ 当社は連結財務諸表を作成しておりませんので連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載

しておりません。

２ 持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。

３ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の第35期から第39期については、潜在株式が存在しないため記載

しておりません。

４　自己資本利益率については、当期純損失の期は記載しておりません。

５ 当社株式は非上場、非登録であり、株価の算定が困難なため、株価収益率、配当性向、株主総利回り、比較

指標、最高株価、最低株価は記載しておりません。

６　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を第36期の期首から適用してお

り、第36期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっておりま

す。
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２ 【沿革】
 

年月日 事項

昭和62年６月10日 東京都中央区銀座７丁目13番10号に資本金2,000万円をもって株式会社高滝リンクス倶楽部を

設立。

平成３年９月１日 本店を東京都中央区八重洲１丁目１番６号に移転。

平成７年12月25日 千葉県より「宅地開発事業等確認通知書」を受領(千葉県宅指令第13号の９)。

同日付をもって農地法第５条第１項の規定による許可の申請も許可(農林水産省指令７関政第

1601号)。

平成８年４月１日 本店を千葉県市原市養老1116番地に移転。

平成12年５月11日 千葉県により開発事業等に関する工事の検査済証(宅基建第479号)および林地開発行為確認済

通知(林第24号の４)受領。

平成12年５月27日 営業開始

平成13年６月２日 レストラン棟営業開始

平成14年４月22日 ブライダル事業開始

平成17年11月27日 本店を東京都新宿区四谷１丁目15番地に移転

平成18年８月30日 資本金を1,000万円に変更

令和３年９月10日 本店を東京都新宿区四谷１丁目１番地に移転

令和７年７月26日 第三者割当の方法により普通株式を発行し、資本金1,990万円に増加
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３ 【事業の内容】

当社の事業は当社が所有するゴルフ場の運営を行い、これをブリック アンド ウッド クラブ会員の利用に供する

ことを目的としています。

ブリック アンド ウッド クラブは合理的でシンプルなゴルフクラブを、会員たちの手によって創り、「古きよき

時代のクラブライフ」の再現をはかろうとしています。会員が皆で知恵をしぼり、努力して自分達の手により「自分

達のクラブ」を創ろうとしているわけですが、その受け皿の役割を当社が担うことになります。

ブリック アンド ウッド クラブは、“法人格なき社団”といわれるもので、会員の入会、退会ならびにコ－ス、

ハウスの運営に関して必要な事項は、すべてクラブが立案し、当社がこれらを執行しております。このような仕組み

になっているので、当クラブ会員の大多数は当社の株主で、これ以外の会員も終身の会員となっております。当社な

らびにブリック アンド ウッド クラブの経営組織は次のとおりです。
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(1) 会員の種類

 

種類 個人株主会員

個人株主会員(家族会員付)
家族会員は、個人会員の配偶
者、二親等内の血族または姻
族とする。

法人株主会員
法人の指定者が会員にな
る。

終身会員

普通会員
 

家族会員付

プレー権 原則
全営業日
会員として
プレー

個人会員は、原則全営業日会
員としてプレー
家族会員は、平日および家族
会員デーに会員としてプレー
家族会員デー…土・日・祭日
を年間26回プレー

原則全営業日
会員としてプレー

左記個人会
員に同じ

左記個人会
員(家族会員
付)に同じ

取得すべき
株式

普通株 １株 優先株 １株 指定会員１名
　普通株 １株

指定会員２名
　優先株　１株

―
 

 

　上記の他に、上記会員に付随し親族を登録する「親族会員」制度並びに入会前で入会予定者の一時的な会員である

「コジロー会員」制度、並びに外国人で日本に一時的に滞在する「一時滞在者会員」制度が有りますが、いずれも会員

総会で議決権を有する正規の会員ではありません。

 

(2) ゴルフコース

① 所在地

コースは千葉県市原市の丘陵地帯に位置し、土地面積は約1,038千平米(実測)です。

 

② コース設計

コース設計はデズモンド・ミュアヘッド氏によるものです。
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４ 【関係会社の状況】
 

名称 住所
資本金
(百万円)

主要な事業
内容

議決権の所有
又は被所有
割合(％)

関係内容

(その他の関係会社)
㈲Ｂｅ Ｓｍａｒｔ

東京都新宿区 3 サービス業
(被所有)
29.23

主要株主
 

 

５ 【従業員の状況】

(1) 提出会社の状況

令和７年８月31日現在

従業員数(人) 平均年齢(歳) 平均勤続年数 平均年間給与(円)

36 ( 19 ) 52 8年 4ヶ月 3,864,231
 

(注) １.従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は年間の平均人員を(　)外数で記載しております。

２.平均年間給与は賞与及び基準外賃金を含んでおります。

３.当社は、ゴルフ場の経営及びこれに付随する事業を営む単一セグメントであるため、従業員数はセグメント

情報に関連付けて記載しておりません。

 

(2) 労働組合の状況

当社には労働組合はありませんが労使の関係は安定しております。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

（1）経営方針

　当社は、株主が当社に出資した資金でゴルフ場を造り、そのゴルフ場を所有し管理運営する会社であり、株主は同

時にブリックアンドウッドクラブを組織し会員となって日常のクラブ運営を行っております。ブリックアンドウッド

クラブは、わが国では稀な、会員が協力して運営にあたっているゴルフ場として内外から高い評価を得ております。

　当社の経営方針は、このような事情から、経営を安定させ会員が安心してゴルフなどのクラブライフを楽しめるよ

うにすることであります。

（2）経営環境

　しかしながら我が国のゴルフ場を取り巻く経営環境は極めて厳しく、当社のゴルフ場が開場した平成12年５月以

降、多くのゴルフ場が経営破綻し、廃業又はファンドの傘下に入るなどしてきました。当社も厳しい状況の中で経営

を安定させるため、平成18年には、会員の有志が資金を出し合い設立した株式会社コジローに、即時返済を迫る当社

の銀行借り入れを肩替わりしてもらうことで返済期限を延ばし、また、平成22年には民事再生を申請し会員に負担を

かけることなく債務を軽減するなど会員の協力を得て対応して参りました。その後もゴルフ場を取り巻く経営環境は

益々厳しさを増し、料金値下げによる来場者誘致競争が一層激しくなり、近年でも経営破綻に陥るゴルフ場が多く出

ている状況です。加えて近年では採用難等による人件費の増加や、電力料金その他物価高騰等による経費の増加への

対応等厳しい経営環境が続いております。

（3）対処すべき課題

このような経営環境の中、当社は上記経営方針を達成するため、会員の協力を得て毎年の収益を安定させること

で、会員有志が株式会社コジローを経由して間接的に当社に貸し付けている債務を極力早期に返済することを最大の

対処すべき課題としております。この課題の達成のために、一部料金の値上げや、来場者の増加・新入会員獲得など

について会員の協力を継続してお願いし、これにより得られる資金で債務の返済に務めて参りました。

当社の長期預り保証金は、当事業年度に73百万円を１年内返還予定の預り保証金に振替えたため当事業年度末に59

百万円となりました。長期預り保証金は、当社が株式会社コジローから2005年12月に借り入れた借入金を返済するた

めに、クラブが会員から新たに預かった追加の保証金をクラブが当社に預けたもので、特に償還返済期限の定めがな

く令和7年11月以降の退会時に返済するものですが、１年内返還予定の預り保証金に振替えた73百万円は株式会社コ

ジローが会員から借りた借入金と同じ令和7年11月を返還期限とするものであります。また、当社の借入金は、当事

業年度末に215百万円ありますが、このうち33百万円は2019年12月に貸主である株式会社コジローが、当社の老朽化

した設備の更新を助けるために少数の会員有志から2029年12月を期限として借り入れて当社に貸したものであり、当

社の返済により株式会社コジローが当該会員有志に返済すべきものであります。引き続き早期返済に努めて参りま

す。

 

２ 【サステナビリティに関する考え方及び取組】

当社のサステナビリティに関する考え方及び取組は、次の通りであります。なお、文中の将来に関する事項は、当

事業年度末現在において当社が判断したものであります。

 

（1）ガバナンス

当社は、企業価値の永続的な向上を目指し、経営体制、内部統制及び監査役監査を適切に機能させ、最適な組織

運営の構築に努めています。当社のガバナンスについては、「第４ 提出会社の状況　４ コーポレート・ガバナン

スの状況等　(1) コーポレート・ガバナンスの概要」をご参照ください。

 

（2）戦略

ブリックアンドウッドクラブの隣接地に当社の提携先が永年進めていた、当ゴルフ場の設計者であり世界的に著

名なゴルフ場設計家であり都市設計家でもある故デズモンド・ミュアヘッド氏が、当ゴルフ場設計時に目指してい

た住宅併設のゴルフ場実現を目指し、隣接地に当社の提携先が永年進めていた住宅の分譲が概ね完了し、そこに居

住するメンバーがゴルフ場利用の核になるという当初の企図が実現しました。2024年には、ゴルフ場入口向かいに

開発されたミュアヘッド・フィールズ　ブルーリーフにおいて、ホテル・レストラン・マーケットを開業しまし

た。これにより、ゴルフ場来場者にとどまらず一般の利用客を誘致し、当社の収益性の向上を期する考えです。

当社の重要な戦略については、「第２ 事業の状況　１ 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」をご参照く
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ださい。

 
人材の育成及び社内環境整備に関する方針、戦略

人材の多様性の確保を含む人材の育成に関する方針及び社内環境整備に関する方針について、当社は外国人材採

用や経験者の中途採用などによる人員拡大や研修による社員教育等を積極的に行い、人的資本の充実を図っており

ます。

 

（3）リスク管理

当社は、リスクの対策及び会社の損失の最小化を図ることを目的とし、リスク管理体制を整備しています。リス

ク管理体制においては、様々なリスク情報を収集・分析して、リスクが顕在化した場合の対策を講じています。リ

スクの状況によっては、内外の専門家とも相談し、より専門的な観点から対応を図っています。

　また、当社が認識する事業上のリスクに関する詳細は、「第２ 事業の状況　３ 事業等のリスク」をご参照下さ

い。

 

（4）指標及び目標

当社の指標及び目標については、「第２ 事業の状況　１ 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」をご参照

ください。

 
人材の育成及び社内環境整備に関する方針に関する指標の内容並びに当該指標を用いた目標及び実績、指標及び

目標

上述の取り組みにより、従業員の能力を十分に生かし、働き方の多様性を実現できるよう、また長く働き続けら

れる社内環境を目指しております。なお、人的資本に関する測定可能な指標は、以下のとおりであります。人的資

本に関する指標は、当社の事業の継続と成長に必要な要素であり、2030年度の目標達成に向けて取り組んでまいり

ます。

 当事業年度 2030年度目標

女性管理職比率（％） 25.0 40.0

男女賃金格差（正規雇用労働者）（％）（注1） 78.0 80.0

男性育児休業取得率（％）（注2） ― 50.0
 

（注1）当社では、男女間で同一の賃金制度を適用しており、同等級内において共通の処遇を行っております。ま

　　　た、人事評価に関しても男女共通の基準で実施しており、人事制度上の男女間の差異は設けておりません。

　　　現在生じている格差は職務内容や労働時間の違いによるものであります。

（注2）当事業年度は男性育児休業対象者はおりません。2030年度は男性育児休業対象者の雇用がある場合の目標

　　　値を設定しております。

 
３ 【事業等のリスク】

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可

能性のある事項には、以下のようなものがあります。

(1) ゴルフ場事業は景気や個人消費の動向、同業他社との競合条件の変動、あるいは天候や震災などの予測不能

な自然現象の影響により業績が大幅に変動する傾向にあり、これが当社の業績に重要な影響を与える可能性が

あります。

(2) ゴルフ場の一部が借地となっております。現状では契約及び地主との関係において問題はありませんが、将

来的に地主との契約更新ができない場合には、事業の継続に重要な影響を与える可能性があります。

(3) 新型コロナウイルス感染症などの感染症等の流行に伴い、当社の社員やその家族が感染し、就業不能となっ

た場合には、事業継続が困難となるリスクが生じます。また、感染症の拡大により、実体経済に深刻な影響を

与えた場合には、景気動向と連動している当社ゴルフ場の入場者数や新規入会者数が減少し、当社の財政状態

及び経営成績に影響が生じる可能性があります。幸い新型コロナウイルス感染症の影響は、現状経営に重大な

影響を及ぼす事態にはなっておりませんが、今後同じような感染症等の流行が発生する場合には、上記のよう

なリスクが生じる可能性が有ります。

(4) 当社は会員等利用者の個人情報を有しております。情報の管理については万全を期すよう細心の注意を払っ

ておりますが、万一情報が漏洩した場合には不測の影響が発生することも考えられます。
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(5)レストラン事業は食品の安全性確保が極めて重要であり、仮に食品事故等が発生した場合には、信用・評判の

低下はもちろん、事故の原因となった食材の在庫廃棄等、レストラン事業の継続に重要な影響を与える可能性

があります。

 

４ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（業績等）

当事業年度におけるゴルフ場の営業環境は厳しさを増しており、当社のゴルフ場が所在する千葉県下の令和6年

度（令和6年4月から令和7年3月までの1年間）のゴルフ場数が前年度から2ヶ所減って158ヶ所となり、来場者数の

実績は前年度比96.5％とそれぞれ減少しております。また、当社のゴルフ場に近隣する35箇所のゴルフ場に絞った

場合の、当社の当事業年度である令和7年8月迄の1年間の来場者数は1,681千名であり、前年比で58千名減少

（96.6％）しております。当社の来場者数は1,680名減少（94.5％）しておりますが、メンバーとメンバー同伴以

外の来場者の入場を制限したことや、メンバーの高齢化などよりメンバーの来場者が減少したことに起因している

ため、当事業年度途中より、来場しなくなったメンバーからアクティブメンバーへの入替活動を積極的に進めてお

り、継続的な営業努力をしていくことで成果をあげていくものと考えております。

今後も引き続き利用者満足度の向上や来場者数の増加に努め、経営の安定に邁進して参ります。

　

 (1) 財政状態

（資産）

　当事業年度末における資産合計は、前事業年度末に比べて27百万円増加し、911百万円となりました。これは、

現金及び預金が24百万円増加したこと等が主な要因であります。

（負債）

　当事業年度末における負債合計は、前事業年度末に比べて22百万円増加し、480百万円となりました。これは、

未払消費税等が7百万円、借入金が6百万円増加したこと等が主な要因であります。

（純資産）

　当事業年度末における純資産合計は、前事業年度末に比べて4百万円増加し、431百万円となりました。これは、

資本金、及び資本準備金がそれぞれ9百万円増加した一方、当期純損失を15百万円計上したことにより利益剰余金

が減少したことが要因であります。

 

(2) 経営成績

当事業年度の来場者数は28,878名となり、前事業年度比で1,680名減少（94.5％）しメンバーの来場者が大幅に

減少したものの、ネット集客を中心としたビジターの来場数増加とメンバー以外の来場者のプレー料金値上げが効

果をもたらし、ゴルフ場売上は195百万円となり前事業年度比2百万円増加（101.2％）致しました。食堂売店売上

は89百万円と5百万円の減少（94.0％）となりましたが、一方で当事業年度には、ミュアヘッド・フィールズ　ブ

ルーリーフにおけるホテル・レストラン・マーケットが本格稼働したことにより当該3事業の売上は51百万円とな

りました。また、当事業年度後半から、新規のメンバー募集を積極的に進めたことで名義変更手数料収入が30百万

円と10百万円増加（150.9％）し、年会費収入は70百万円と3百万円増加（104.5％）、入会金収入は5百万円と4百

万円増加（590.0％）、その他売上は2百万円増加（110.4％）し28百万円となりました。これらの結果、売上高合

計は470百万円となり、前事業年度比で68百万円の増加（117.0％）となりました。

他方、経費については、売上原価はブルーリーフのレストランとマーケットの本格稼働による仕入高の増加を主

因に20百万円増加（148.6％）し62百万円となり、販売費及び一般管理費は、採用難に対応した人材確保のための

人件費や紹介手数料の増加や、ブルーリーフの事業開始による消耗品費及び地代家賃の増加その他物価高騰による

増加により426百万円と41百万円増加（110.7％）致しました。これにより、営業損益は18百万円の損失となり、前

事業年度比では6百万円の改善となりました。

営業外収益は若干増加、営業外費用は概ね変動なく、経常損益は15百万円の損失となり、前事業年度比で7百万

円改善致しました。特別損益項目は前事業年度と同様なかったため、税引前当期純損失は経常損失と同額の15百万

円、税引後当期純損失は15百万円となり、前事業年度比で7百万円改善致しました。

当社の所有するゴルフ場（クラブ名「ブリックアンドウッドクラブ」）の設計者で世界的に著名な都市設計家で

もあった故デズモンド・ミュアヘッド氏のリードにより、住宅併設のゴルフ場実現を目指して、隣接地に提携先が

住宅地の分譲を進めてきましたが、これが概ね完了しました。新たに、ゴルフ場入口前の県道向かいにあるミュア

ヘッド・フィールズ　ブルーリーフにおいてホテル・レストラン・マーケットの営業も開始したことにより、今後

はゴルフ場来場者にとどまらない幅広い顧客層を確保し、これらが一体となって永続的な発展を遂げていけるよう
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最大限の努力を傾けていく所存です。
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(3) キャッシュ・フローの状況

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動による資金増加が18百万円ありまし

たが、投資活動による資金減少が7百万円ありました。財務活動による資金増加は13百万円となり、結果として当

事業年度末では33百万円（前事業年度に比し24百万円増加）となりました。

①営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動の結果得られた資金は18百万円(前事業年度比10百万円増)となりました。この前事業年度比の増加は、

税引前当期純利益の増加、及び減価償却費の増加を主因とするものであります。

 

②投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動の結果減少した資金は7百万円(前事業年度比1百万円減)となりました。この減少は、主に有形固定資産

の取得による支出によるものであり、前事業年度比での減少は敷金保証金の差入による支出の減少によるものであ

ります。

 

③財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動の結果増加した資金は13百万円(前事業年度比33百万円増)となりました。この増加は、長期借入金の借

入れの増加によるものであります。
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（生産、受注及び販売の状況）

当事業年度の業務実績を事業部門ごとに示すと、次のとおりであります。

 

事業部門別

第39期
(自 令和６年９月１日
至 令和７年８月31日)

金額(千円) 前年同期比(％)

ゴルフ場売上 195,186 101.24

食堂・売店売上 89,302 94.04

年会費収入 70,255 104.55

ホテル・レストラン売上 51,075 ―

入会金収入 5,900 590.00

名義変更手数料収入 30,800 150.98

その他売上 28,286 110.46

合計 470,805 117.07
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（経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容）

(1) 当事業年度の経営成績の分析

当事業年度におけるゴルフ場の営業環境は厳しさを増しており、当社のゴルフ場が所在する千葉県下の令和6年

度（令和6年4月から令和7年3月までの1年間）においては、ゴルフ場数が前年度から2ヶ所減って158ヶ所となり、

来場者数は前年度比96.5％と減少しております。また、当社のゴルフ場に近隣する35箇所のゴルフ場に絞った場合

の、当社の当事業年度である令和7年8月迄の1年間の来場者数は1,681千名であり、前年比で58千名減少（96.6％）

しております。当社の来場者数は1,680名減少（94.5％）しておりますが、メンバーとメンバー同伴および紹介に

よる来場者が減少したことが主因であり、これに対してメンバー以外のプレー料金の引上げを行うとともに、イン

ターネットでの一般来場者の誘致を臨時的に強化したことにより、売上面での影響を極小化することができまし

た。当事業年度後半から新規メンバーの募集にフォーカスし、一定の成果を上げることができ、これにより短期的

にも中長期的にも売上面での効果を期待することができるものと考えております。

売上高については、当事業年度の来場者数は28,878名となり、前事業年度比で1,680名減少（94.5％）しまし

た。メンバーの来場者が大幅に減少したものの、ネット集客を中心としたビジターの来場数増加とメンバー以外の

来場者のプレー料金値上げが効果をもたらし、ゴルフ場売上は195百万円となり前事業年度比2百万円増加

（101.2％）致しました。食堂売店売上は89百万円と5百万円の減少（94.0％）となりましたが、一方で当事業年度

よりミュアヘッド・フィールズ　ブルーリーフにおけるホテル・レストラン・マーケットが本格稼働したことによ

り当該3事業の売上は51百万円となりました。また、当事業年度後半から、新規のメンバー募集を積極的に進めた

ことで名義変更手数料収入が30百万円と10百万円増加（150.9％）し、年会費収入は70百万円と3百万円増加

（104.5％）、入会金収入は5百万円と4百万円増加（590.0％）、その他売上は2百万円増加（110.4％）し28百万円

となりました。これらの結果、売上高合計は470百万円となり、前事業年度比で68百万円の増加（117.0％）となり

ました。

他方、経費については、売上原価はブルーリーフのレストランとマーケットの本格稼働による仕入高の増加を主

因に20百万円増加（148.6％）し62百万円となり、販売費及び一般管理費は、採用難に対応した人材確保のための

人件費や紹介手数料の増加や、ブルーリーフの事業開始による消耗品費及び地代家賃の増加その他物価高騰による

増加により426百万円と41百万円増加（110.7％）致しました。これにより、営業損益は18百万円の損失となり、前

事業年度比では6百万円の改善となりました。

営業外収益は若干増加、営業外費用は概ね変動なく、経常損益は15百万円の損失となり、前事業年度比で7百万

円改善致しました。特別損益項目は前事業年度と同様なかったため、税引前当期純損失は経常損失と同額の15百万

円、税引後当期純損失は15百万円となり、前事業年度比で7百万円改善致しました。

上記業績を、当社の年間計画の主な指標と比較すると次のようになりました。

　　来場者数　　　　　当事業年度年間計画　31,500名、　　実績　28,878名　　計画比　 -2,622名

　　新規会員入会

　　入会数　　　　　　当事業年度年間計画　　　30口、　　実績　　　34口　　計画比    +4口

　　入会関係収入（入会金収入と名義変更料収入の合計）

　　　　　　　　　　　当事業年度年間計画　　　30百万円、実績　36百万円　　計画比　 +6百万円

　経常利益　　　　　当事業年度年間計画　　　10百万円、実績 -15百万円　　計画比　 -25百万円

　来場者数は計画比2,622名の未達となりましたが、入会口数は、来場しなくなったメンバーからアクティブメン

バーへの入替活動を積極的に進めた結果、計画比で4口多く達成することができました。これにより、入会関係収

入も計画比で6百万円増加となりました。当事業年度は、経常損益の黒字化を目指し取り組んでまいりましたが、

ゴルフ場来場者の減少や人件費を始めとする経費の増加により15百万円の損失となりました。しかしながら、当事

業年度上半期の経常損失は30百万円であったところ、下半期で回復できたことから、全体の業績については上昇基

調にあるものと認識しております。
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(2) 当事業年度の財政状態の分析

（資産の部）

　当事業年度末の資産合計は、前事業年度末と比較して27百万円増加し、911百万円（103.0％）となりました。

　流動資産は同30百万円増加し、77百万円（166.2％）となりました。主な増加要因は、現金及び預金が24百万円

増加したことによるものであります。

　固定資産は同3百万円減少し、834百万円（99.5％）となりました。主な減少要因は、有形固定資産が3百万円減

少したことによるものであります。

（負債の部）

　当事業年度末の負債合計は、前事業年度末と比較して22百万円増加し、480百万円（105.0％）となりました。

　流動負債は同107百万円増加し、216百万円（199.6％）となりました。主な増加要因は、１年内返還予定の預り

保証金が73百万円、その他の流動負債が21百万円、それぞれ増加したことによるものであります。

　固定負債は同85百万円減少し、263百万円（75.6％）となりました。主な減少要因は、長期預り保証金が74百万

円、長期借入金が9百万円、株主、役員又は従業員からの長期借入金が5百万円、それぞれ減少したことによるも

のであります。

（純資産の部）

　当事業年度末の純資産合計は、前事業年度と比較して4百万円増加し、431百万円（100.9％）となりました。主

な増加要因は、資本金、及び資本準備金がそれぞれ9百万円増加した一方、当期純損失15百万円の計上により繰越

利益剰余金が減少したことによるものであります。

 

(3) キャッシュ・フローの分析

キャッシュ・フローの分析につきましては、「第２　事業の状況　４　経営者による財政状態、経営成績及び

キャッシュ・フローの状況の分析　(業績等)（3）キャッシュ・フローの状況」をご参照下さい。

 

①経営成績に重要な影響を与える要因について

　経営成績に重要な影響を与える要因については「第２　事業の状況　３　事業等のリスク」をご参照下さい。

 

②資本の財源及び資金の流動化について

　当社の負債比率は111.2％となり、107.0％であった前事業年度末時点と比較して上昇致しました。100％を少し

上回る結果となり、返済余力の観点から安全性は若干悪化しております。しかし、債務の返済は計画的に進めら

れており、設備投資等に必要な資金及びその他所要資金については自己資金で充当できている状況であります。

今後は利益から引き続き返済を進めつつ、必要資金は自己資金でまかなう予定であります。

 

(4) 経営成績に重要な影響を与える要因について

当社においては、来場者数が経営成績に重要な影響を与える要因となっており、景気動向はもとより天候や震

災、大規模な病気の流行などの自然現象等による消費者の消費マインドの変化、同業他社との競合条件の変動な

どが業績を大きく左右することとなります。ゴルフ場の一部が借地となっていることに起因する将来的に地主と

の契約更新が出来ず事業の継続に重要な影響を与えるリスクについては、これまで同様常に地主との良好な関係

を保ち、当該リスクの低減を図っております。また、個人情報の管理については万全を期すよう細心の注意を

払っております。

 

(5) 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定について

当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されており、財務

諸表の作成に当たって、経営者による会計方針の選択・適用、資産・負債及び収益・費用の金額及び開示に影響

を与える見積りを必要としております。経営者はこれらの見積りについて、過去の実績等を勘案し合理的に判断

しておりますが、見積特有の不確実性があるため、実際の結果は異なる場合があります。

なお、繰延税金資産の回収可能性の判断等につきましては、過去の実績等を勘案し合理的な方法により見積り

を行っております。

新型コロナウイルス感染症の影響につきましては、不確定要素が多く、次期以降の財政状態及び経営成績に影

響を及ぼす可能性があります。
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(6) 今後の経営方針と見通し

当社は、わが国では稀な、会員が協力して運営にあたっているゴルフ場として内外から高い評価を得ておりま

す。今後は、会員の協力を得て、平成22年7月15日に手続きを開始し平成23年2月22日に終結した民事再生手続の

終結後に残された株式会社コジローからの長期借入金を返済し、また収入を一層安定化させて財務基盤をより強

固にして、会員のニーズに十分応えられるようにしていく方針であります。

ゴルフ場経営を取り巻く環境は、少子高齢化の進展と物価上昇ひいては人件費の増加と売上・経費両面におい

て厳しいものと言えます。こうした中、借入金等の返済・返還を進めつつ、老朽化する施設・設備の更新や修

繕、ゴルフコースの質的向上への投資を進めていく必要があります。

そのために、高齢化が進む会員の若返りが急務であり、新規会員の募集に当面注力するとともに、ミュアヘッ

ド・フィールズ　ブルーリーフにおけるホテル・レストラン・マーケット事業の収益化を促進し、安定した財務

基盤を確保してまいる所存です。

 

５ 【重要な契約等】

ゴルフ場用地として、99,921.5平米(公簿面積)を個人の土地所有者21人との賃貸借契約(期間20年自動更新)により

借地し、加えて19,507.65平米の国有地(期限令和6年6月)を借地しております。

 

６ 【研究開発活動】

該当事項は特にありません。
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第３ 【設備の状況】

 

１ 【設備投資等の概要】

当社は、当事業年度においてゴルフカートや獣害防護設備の取得などを中心に総額23百万円の設備投資を実施いた

しました。

なお、重要な設備の除却または売却はありません。

 

２ 【主要な設備の状況】
令和７年８月31日現在

事業所名
(所在地)

設備の
内容

帳簿価額(千円)
従業員数
(人)

建物
及び
構築物

機械装置
及び
運搬具

土地
(面積千平米)

コース
勘定

リース
資産

その他 合計

ブリック
アンドウッド
クラブ
(千葉県
市原市)

ゴルフ場 201,672 15,585
202,024
（公簿）
（140）

371,159 30,324 11,141 831,907
35
（19）

 

(注) １ 投下資本の金額は帳簿価額であります。

２ 面積欄の( )は賃借中のものを内数で表示したものであります。

３ その他には、工具、器具及び備品が含まれております。

４ 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は年間の平均人員を( )外数で記載しております。

 

３ 【設備の新設、除却等の計画】

当事業年度末において、計画中又は実施中の重要な設備の新設、除却等はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

優先株式 480

普通株式 1,150

後配株式 400

計 2,030
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
事業年度末現在
発行数(株)

(令和７年８月31日)

提出日現在
発行数(株)

(令和７年11月25日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

優先株式 286 286  (注)１

普通株式 696 696 非上場・非登録 (注)２

後配株式 400 400  (注)３

計 1,382 1,382 ― ―
 

(注) １ 優先株式

(1) 完全議決権株式であり、普通株式、後配株式に優先して１株につき年3,000円に達するまでの利益配当(以

下「優先配当金」という)を受けます。

(2) 普通株式に対して優先配当金以上の利益配当が支払われるときは、優先株式に対しても同額の利益配当を

行います。

(3) 優先配当金が１株につき(1)の金額に達しないときは、その不足額は翌年度以降に累積しません。

２ 普通株式

(1) 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定の無い当社における標準となる株式。

３ 後配株式

(1) 完全議決権株式であり、普通株式配当金が１株につき年4,000円に達するまで配当を受ける権利を有しま

せん。

(2) 普通株式配当金が１株につき年4,000円以上支払われる場合は、後配株式に対しても同額の配当金を受け

られます。

４ 単元株制度は採用しておりません。

５ 種類株主総会の決議

定款において、会社法第322条第２項に関する定めはしておりません。

６ 当社の株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を要する旨を定款に定めております。

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

　

② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。
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③ 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
 

(千円)

資本金残高
 

(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

令和7年7月26日(注)1 普通株式 18 1,382 9,900 19,900
9,900
(注)2

308,442

 

 (注)1　有償第三者割当　

 　　　　 発行価格　　1,100,000円

 　　　　 資本組入額　 550,000円

 　　　　 割当先　　　 株式会社コジロー　

 
(5) 【所有者別状況】

令和７年８月31日現在

区分

株式の状況

単元未満株
式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融
機関

金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計

個人以外 個人

優
先
株
式

株 主 数
(人)

― ― ― 51 ― 5 229 285 ―

所有株式
数(株)

― ― ― 51 ― 5 230 286 ―

所有株式
数の割合
(％)

― ― ― 17.8 ― 1.7 80.4 100 ―

普
通
株
式

株 主 数
(人)

― ― ― 107 ― 6 533 646 ―

所有株式
数(株)

― ― ― 135 ― 6 555 696 ―

所有株式
数の割合
(％)

― ― ― 19.3 ― 0.8 79.7 100 ―

後
配
株
式

株 主 数
(人)

― ― ― 1 ― ― ― 1 ―

所有株式
数(株)

― ― ― 400 ― ― ― 400 ―

所有株式
数の割合
(％)

― ― ― 100 ― ― ― 100 ―

 

 

EDINET提出書類

株式会社　高滝リンクス倶楽部(E04706)

有価証券報告書

19/62



 

(6) 【大株主の状況】

令和７年８月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

有限会社Ｂｅ Ｓｍａｒｔ 東京都新宿区四谷１－１ 404 29.23

株式会社コジロー 東京都港区白金 21 1.51

光 岡   甫 東京都渋谷区代々木 11 0.79

新田見　華　子 東京都文京区白山 7 0.50

児 玉   昇 東京都江東区永代 7 0.50

石 井 博 子 東京都渋谷区広尾 4 0.28

計 － 454 32.85
 

(注) １ 有限会社Ｂｅ Ｓｍａｒｔの所有株式数404株の内訳は、普通株4株、後配株400株となっております。

    ２　株式会社コジローの所有株式数21株の内訳は、普通株21株となっております。

３ 光岡甫の所有株式数11株の内訳は、優先株1株、普通株10株となっております。

４ 新田見華子の所有株式数7株の内訳は、優先株2株、普通株5株となっております。

５ 児玉昇の所有株式数7株の内訳は、普通株7株となっております。

６ 石井博子の所有株式数4株の内訳は、優先株1株、普通株3株となっております。

７ 第7位以下の株主の所有株式数はすべて3株以下(0.21％以下)であります。

８ 持株比率は期末現在の発行済株式総数に対する比率で、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

令和７年８月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ―

完全議決権株式(その他)
優先株式 286
 

普通株式 696
 

後配株式 400
 

286
696
400

(注)１
(注)２
(注)３

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 1,382 ― ―

総株主の議決権 ― 1,382 ―
 

(注) １ 優先株式

(1) 完全議決権株式であり、普通株式、後配株式に優先して１株につき年3,000円に達するまでの利益配当

(以下「優先配当金」という)を受けます。

(2) 普通株式に対して優先配当金以上の利益配当が支払われるときは、優先株式に対しても同額の利益配当

を行います。

(3) 優先配当金が１株につき(1)の金額に達しないときは、その不足額は翌年度以降に累積しません。

２ 普通株式

(1) 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定の無い当社における標準となる株式。

３ 後配株式

(1) 完全議決権株式であり、普通株式配当金が１株につき年4,000円に達するまで配当を受ける権利を有しま

せん。

(2) 普通株式配当金が１株につき年4,000円以上支払われる場合は、後配株式に対しても同額の配当金を受け

られます。

 

② 【自己株式等】

該当事項はありません。
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２ 【自己株式の取得等の状況】
　

【株式の種類等】 該当事項はありません。
 

　
(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

該当事項はありません。

 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

該当事項はありません。

 

３ 【配当政策】

株主配当については、当分の間無配とすることといたしております。配当の決定機関は株主総会であります。
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４ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

 

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、株主をはじめとする利害関係者の皆様に対して、経営の健全性、透明性及び効率性を確保するため、

コーポレート・ガバナンス体制の整備を重要な施策と位置付けております。

 

② 企業統治の体制の概要と当該体制を採用する理由

イ．取締役会

当社は、定期的に、及び必要に応じて臨時に開催しております。提出日現在における取締役の数は13名であ

り、当社の取締役は25名以内とする旨を定款で定めております。

ロ．取締役の選任決議要件

取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席した

株主総会において、その議決権の過半数の決議によって選任する旨、及び累積投票によらない旨を定款で定め

ております。

ハ．社外取締役

当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第427条第1項の規

定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結するこ

とが出来る旨、定款で定めております。

ニ．当該体制を採用する理由

ゴルフ場の運営に関する必要事項はすべて会員を構成員とする「ブリックアンドウッドクラブ」が立案し、

当社がこれらを執行しております。当社は、取締役が取締役会における審議・決定に基づき業務を執行し、監

査役が取締役による業務執行の監視を行う体制が、経営の健全性及び効率性、並びに企業活動の透明性を高め

るうえで最も適切であると考え、上記の企業統治体制を採用しております。

ホ．取締役会の活動状況

当事業年度における取締役会の主な決議内容は、株式譲渡承認、予算策定、月次予算実進捗実績と対策、決

算及び中間決算案の内容、定時株主総会の召集と議案、役員人事、規程類の改訂等であります。また、当事業

年度における報告は毎月前月の実績について行われており、その内容は借入金返済の実施状況、自社ゴルフ場

のコース整備の状況、同来場者数の状況、同営業施策進捗状況、同クラブ内部の運営状況に関する担当部署か

らの現状報告となります。当事業年度における開催及び出席状況は以下の通りです。

役職 氏　名 開催回数 出席回数

代表取締役社長 木　内　　　充 13回 12回

取締役 草　深　多計志 13回 13回

取締役 橋　本　美佐子 13回 7回

取締役 田　井　暢　子 13回 11回

取締役 生　木　俊　輔 13回 6回

取締役 中　川　正　弘 13回 9回

取締役 村　瀬　晶　久 13回 13回

取締役 片　岡　敏　彰 13回 13回

取締役 上　西　朗　弘 11回 11回

取締役 村　岡　早　苗 11回 6回

取締役 塩　田　哲　夫 11回 10回

取締役 北　島　宏　治 11回 11回

取締役 加　藤　啓　輔 11回 11回
 

注）上西朗弘氏、村岡早苗氏、塩田哲夫氏、北島宏治氏、及び加藤啓輔氏は、就任した2024年11月24日開催の

第38期定時株主総会において選任されているため、当事業年度の開催回数は11回となります。
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③ 内部統制システムの整備の状況

イ．取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

当社は、すべての取締役及び従業員が法令・定款の遵守を徹底するために教育等を充実させ、高い倫理観

に基づいて活動を行うことで、利害関係者の皆様方はじめ社会全体から信頼される体制基盤を確保すること

に努めております。

ロ．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

当社は、株主総会・取締役会その他の重要な会議の議事録や重要決済に関する情報を、法令に基づき文書

又は電磁的記録媒体に記録し、適切に保管及び管理しております。取締役及び監査役は、常時これらの情報

を閲覧することができます。

ハ．損失の危機の管理に関する規程その他の体制

当社のリスク管理体制は、取締役会及び監査役による厳格な会社運営と、「ブリックアンドウッドクラ

ブ」の理事会及び各委員会の常時開催により、経営の健全性、透明性及び効率性を確保するとともに、全て

のリスクに関するリスク管理体制が適正に機能するように努めております。

また、当社は、会社をとりまく様々なリスクに対応するため、継続して各種リスクの識別に努め、定期的

に取締役がリスクの評価と改善策及び対応策を決定しております。
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ニ．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社は、取締役の効率的な職務執行を確保するため、経営計画等の経営に関する重要事項につき取締役及

び執行役員等によって構成される会議において事前に審議し、定期的あるいは必要に応じてその都度取締役

会に諮り決定しております。

ホ．企業集団における業務の適正を確保するための体制

当社は単体企業のため、該当する体制はありません。

ヘ．監査役がその職務を補助すべき従業員を求めた場合における当該使用人に関する事項

当社は、監査役の職務を補助すべき従業員は置いておりませんが、必要に応じて取締役及び監査役の意見

に基づき適切と判断された従業員を監査役の業務補助のための使用人として決定するものとしております。

ト．前号の従業員の取締役からの独立性に関する事項

前号に基づき任命され、監査役より監査業務に必要な命令を受けた使用人は、その命令に関して取締役等

の指揮命令を受けないものとしております。

チ．取締役及び従業員が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する事項

取締役及び従業員は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実その他会社に重要な影響を及ぼすおそ

れのある事実があることを認識した場合には、速やかに監査役に報告するものとしております。

リ．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査役は、何時でも取締役及び使用人に対して報告を求めることができ、また、取締役会のみならず必要

に応じて当社におけるすべての会議に出席できるものとします。その他、代表取締役、取締役、執行役員及

び会計監査人と必要に応じて意見交換を実施できるものとします。また、当社の必要な報告が適時に監査役

に報告される体制を構築し、監査役の監査の実効性をより高めます。

ヌ．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

当社は反社会的勢力排除に関する情報収集・管理を行い、社会の秩序や安定に脅威を与える反社会的な勢

力とは関係を持ちません。
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(2) 【役員の状況】

男性12名　女性３名　（役員のうち女性の比率20.0％）

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
(株)

代表取締役

社長
木 内     充 昭和33年12月26日生

平成16年８月 当社取締役(現任)

平成27年11月 当社代表取締役(現任)

平成29年９月 当社代表取締役社長(現任)

(注)２ 優先株 1

取締役 草 深 多計志 昭和37年11月23日生
平成24年５月 A-WIND(合同)代表(現任)

平成25年11月 当社取締役(現任)
(注)２ 普通株 1

取締役 橋　本　美佐子 昭和23年11月５日生
平成５年２月

㈲スタイリッシュオフィス代表取締役

(現任)

平成30年11月 当社取締役(現任)

(注)２ 優先株 1

取締役 田　井　暢　子 昭和22年９月21日生
平成28年11月

ブリックアンドウッドクラブ理事長(現

任)

令和２年11月 当社取締役(現任)

(注)２ 優先株 1

取締役 生　木　俊　輔 昭和45年７月７日生
令和７年８月 順天堂大学医学部　先任助教授(現任)

令和２年11月 当社取締役(現任)
(注)２ ―

取締役 中　川　正　弘 昭和31年12月22日生
平成９年３月 フラクタルシステムズ㈱顧問(現任)

令和４年11月 当社取締役(現任)

(注)２ 普通株 1

取締役 村　瀬　晶　久 昭和42年８月10日生
平成23年３月 ㈱ATパートナーズ代表取締役(現任)

令和５年11月 当社取締役(現任)
(注)２ ―

取締役 片　岡　敏　彰 昭和40年10月22日生
昭和63年４月 東京海上日動火災保険㈱(現任)

令和５年11月 当社取締役(現任)
(注)２ 普通株 1

取締役 上　西　朗　弘 昭和45年３月４日生
平成６年４月 日本製鉄㈱(現任)

令和６年11月 当社取締役(現任)
(注)２ 普通株 1

取締役 村　岡　早　苗 昭和34年６月22日生
令和元年12月

川崎市高津第一民生委員児童委員協議

会役員(現任)

令和６年11月 当社取締役(現任)

(注)２ ―

取締役 塩　田　哲　夫 昭和35年９月23日生
平成３年７月 プルデンシャル生命保険㈱(現任)

令和６年11月 当社取締役(現任)
(注)２ 優先株 1

取締役 北　島　宏　治 昭和41年12月21日生

平成５年４月 三菱地所㈱(下記へ出向)

平成13年６月 ㈱三菱地所設計へ出向(現任)

令和６年11月 当社取締役(現任)

(注)２ 普通株 1

取締役 加　藤　啓　輔 昭和43年６月27日生
平成16年４月 三菱商事㈱(現任)

令和６年11月 当社取締役(現任)
(注)２ 普通株 1

監査役 角　川　洸　右 昭和19年１月22日生
平成26年11月 当社執行役員(平成30年11月退任)

平成30年11月 当社監査役(現任)
(注)３ 普通株 1

監査役 高　橋　敏　男 昭和21年７月10日生
令和２年11月 当社取締役(令和4年11月退任)

令和４年11月 当社監査役(現任)
(注)３ 優先株 1

計
普通株 7

優先株 5
 

 

(注)１. 取締役 草深多計志氏、橋本美佐子氏、田井暢子氏、生木俊輔氏、中川正弘氏、村瀬晶久氏、上西朗弘

氏、村岡早苗氏、塩田哲夫氏、北島宏治氏、並びに加藤啓輔氏は社外取締役であります。

２. 任期は令和6年8月期に係る定時株主総会終結の時から令和8年8月期に係る定時株主総会終結の時までで

あります。

３．任期は令和4年8月期に係る定時株主総会終結の時から令和8年8月期に係る定時株主総会終結の時までで

あります。

　

① 社外取締役

当社では、提出日現在、社外取締役11名を選任しております。

当社は、社外取締役の選任状況について、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、高い独立性を有す

ると判断しており、株主の代理人としての立場から、業務を執行しない客観的な視点で経営判断を行うことが

できると判断しております。
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(3) 【監査の状況】

① 監査役監査の状況

当社における監査役監査は、独立性を有した２名の社外監査役で構成されております。監査役は取締役会に出

席するほか、重要な社内会議にも必要に応じて出席し、経営に関する監視機能を果たしております。なお、監査

役である角川洸右氏、高橋敏男氏２名は当社との特別の利害関係はなく、会計監査人の監査への立会、稟議案件

の監督、取締役の業務執行の妥当性、効率性などを幅広く検証するなどの経営監査を実施しております。

その他、会計監査人である公認会計士長田信也氏から通常の会計監査を受けており、その過程で経営上の課題

等についてアドバイスを受けております。

　当事業年度において当社は取締役会を13回開催しており、個々の監査役の取締役会への出席状況については次

のとおりであります。

 

氏名 取締役会開催回数 取締役会出席回数

角川　洸右 13回 8回

高橋　敏男 13回 3回
 

　監査役の主な検討事項として、取締役の職務の執行が適正になされているか、並びに取締役会決議内容につい

て検討いたしました。主な活動は、取締役及び使用人等と意思疎通を図り、取締役会その他重要な会議へ出席

し、取締役及び使用人等からも職務の執行状況について報告を受け、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産

の状況について監査しております。

 

　 ②　内部監査の状況

当社は、内部監査組織を設けておりませんが、代表取締役社長である木内充氏が業務全般の管理監督を行って

おります

 
③ 会計監査の状況

a. 公認会計士の氏名

長田公認会計士事務所   所長   長田 信也

b. 継続監査期間

20年間

c. 監査業務にかかる補助者の構成

公認会計士3名

d. 監査証明の審査体制

上記の公認会計士は、意思表明に先立ち、当社の監査に従事していない公認会計士1名の審査を受けておりま

す。

e. 監査公認会計士等の選定方針と理由

監査公認会計士等の選定方針は特に定めておりませんが、公認会計士としての独立性、監査方針、監査計

画、監査体制、 監査品質の管理体制、監査報酬等を総合的に勘案し、上記の公認会計士を選定しております。

また、監査公認会計士等の解任又は不再任の決定の方針については、監査公認会計士等の職務の執行に支障が

ある場合等、その必要があると監査役が判断した場合は、監査公認会計士等の解任又は不再任を株主総会の会

議の目的とすることとしております。

f. 監査役による監査公認会計士等の評価

当社の監査役は、監査公認会計士等の品質管理体制、独立性の確保、不正リスク対策、経営者とのコミュニ

ケーション等の職務の適正を確保する体制において、特段の問題は見つからず、監査公認会計士等として適正

であると評価しております。

 

EDINET提出書類

株式会社　高滝リンクス倶楽部(E04706)

有価証券報告書

27/62



 

④　監査報酬の内容等

a. 監査公認会計士等に対する報酬

前事業年度 当事業年度

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

4,000 ― 4,000 ―
 

b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬

該当事項はありません。

c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

該当事項はありません。

d. 監査報酬の決定方針

該当事項はありませんが、監査公認会計士と監査計画、必要監査時間等を協議の上、合理的な見積りに基づ

き決定しております。
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(4) 【役員の報酬等】

イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

　　当事業年度は、役員に対する報酬等の支払はありません。

 

ロ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等

　　報酬額等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

ハ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの

　　該当事項はありません。

 

ニ 役員の報酬等の額の決定に関する方針

　　当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。

 

(5) 【株式の保有状況】

該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

株式会社　高滝リンクス倶楽部(E04706)

有価証券報告書

29/62



第５ 【経理の状況】

 

１ 財務諸表の作成方法について

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づいて

作成しております。

 

２ 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、事業年度(令和６年９月１日から令和７年８月31日ま

で)の財務諸表について、公認会計士長田信也氏により監査を受けております。

 

３ 連結財務諸表について

当社は子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。

 

４ 財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組について

当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組を行っております。具体的には、会計基準等の内容を適

切に把握し、会計基準等の変更等について適切に対応できる体制を整備するため、最新の会計の基準及び制度等を解

説する専門誌を定期購読しております。

 

EDINET提出書類

株式会社　高滝リンクス倶楽部(E04706)

有価証券報告書

30/62



１ 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

該当事項はありません

(2) 【その他】

該当事項はありません
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２ 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前事業年度

(令和６年８月31日)
当事業年度

(令和７年８月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 8,668 33,037

  営業未収入金 57,891 64,566

  商品 5,183 6,843

  前払費用 4,602 4,619

  その他 655 386

  貸倒引当金 △30,491 △32,126

  流動資産合計 46,510 77,326

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物 ※1  258,932 ※1  259,539

    減価償却累計額 △203,315 △207,903

    建物（純額） 55,617 51,636

   構築物 882,146 888,853

    減価償却累計額 △734,373 △738,816

    構築物（純額） 147,773 150,036

   機械及び装置 161,380 161,657

    減価償却累計額 △142,105 △146,511

    機械及び装置（純額） 19,275 15,146

   車両運搬具 21,057 20,937

    減価償却累計額 △20,208 △20,497

    車両運搬具（純額） 849 439

   工具、器具及び備品 35,570 37,277

    減価償却累計額 △23,539 △26,136

    工具、器具及び備品（純額） 12,031 11,141

   リース資産 48,214 62,074

    減価償却累計額 △21,570 △31,749

    リース資産（純額） 26,643 30,324

   コース勘定 371,159 371,159

   土地 ※1  202,024 ※1  202,024

   有形固定資産合計 835,375 831,907

  無形固定資産   

   電話加入権 0 0

   ソフトウエア 399 240

   無形固定資産合計 399 240

  投資その他の資産   

   投資有価証券 50 50

   長期前払費用 458 311

   その他 1,581 1,591

   投資その他の資産合計 2,089 1,952

  固定資産合計 837,864 834,101

 資産合計 884,374 911,427
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           (単位：千円)

          
前事業年度

(令和６年８月31日)
当事業年度

(令和７年８月31日)

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 3,938 4,832

  １年内返済予定の長期借入金 9,996 9,996

  リース債務 10,026 8,161

  未払金 701 1,592

  未払費用 31,341 34,150

  未払法人税等 580 580

  未払消費税等 1,356 8,623

  預り金 3,145 3,926

  １年内返還予定の預り保証金 - 73,400

  契約負債 46,998 49,002

  災害損失引当金 165 165

  その他 - ※1  21,700

  流動負債合計 108,249 216,130

 固定負債   

  株主、役員又は従業員からの長期借入金 ※1  181,084 ※1  175,834

  長期借入金 17,717 7,721

  リース債務 15,703 20,384

  長期預り保証金 134,000 59,700

  その他 422 268

  固定負債合計 348,927 263,908

 負債合計 457,177 480,039

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 10,000 19,900

  資本剰余金   

   資本準備金 298,542 308,442

   資本剰余金合計 298,542 308,442

  利益剰余金   

   その他利益剰余金   

    繰越利益剰余金 118,654 103,045

   利益剰余金合計 118,654 103,045

  株主資本合計 427,197 431,388

 純資産合計 427,197 431,388

負債純資産合計 884,374 911,427
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② 【損益計算書】

           (単位：千円)

          前事業年度
(自 令和５年９月１日
　至 令和６年８月31日)

当事業年度
(自 令和６年９月１日
　至 令和７年８月31日)

売上高 ※1  402,144 ※1  470,805

売上原価   

 商品期首棚卸高 3,673 5,183

 当期商品仕入高 43,603 64,231

 合計 47,277 69,414

 商品期末棚卸高 5,183 6,843

 売上原価合計 42,094 62,571

売上総利益 360,050 408,234

販売費及び一般管理費   

 給料及び手当 146,033 166,236

 交際費 427 421

 旅費及び交通費 7,039 7,624

 消耗品費 14,019 10,886

 租税公課 9,446 9,058

 賃借料 512 494

 地代家賃 17,958 21,703

 支払手数料 38,594 37,884

 減価償却費 22,174 26,783

 修繕維持費 43,311 47,636

 貸倒引当金繰入額 2,259 1,990

 貸倒損失 290 157

 その他 83,377 95,892

 販売費及び一般管理費合計 385,444 426,768

営業損失（△） △25,394 △18,534

営業外収益   

 受取利息 1 24

 受取手数料 2,043 1,307

 償却債権取立益 - 102

 受取家賃 136 946

 その他 1,227 1,661

 営業外収益合計 3,409 4,043

営業外費用   

 支払利息 388 523

 その他 159 14

 営業外費用合計 548 537

経常損失（△） △22,532 △15,029

税引前当期純損失（△） △22,532 △15,029

法人税、住民税及び事業税 580 580

法人税等合計 580 580

当期純損失（△） △23,112 △15,609
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③ 【株主資本等変動計算書】

 前事業年度(自 令和５年９月１日 至 令和６年８月31日)

 (単位：千円)

 

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金

その他資本

剰余金

資本剰余金

合計

その他利益

剰余金 利益剰余金

合計繰越利益

剰余金

当期首残高 10,000 298,542 - 298,542 141,767 141,767 450,310 450,310

当期変動額         

当期純損失（△）     △23,112 △23,112 △23,112 △23,112

当期変動額合計 - - - - △23,112 △23,112 △23,112 △23,112

当期末残高 10,000 298,542 - 298,542 118,654 118,654 427,197 427,197
 

 

 当事業年度(自 令和６年９月１日 至 令和７年８月31日)

 (単位：千円)

 

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金

その他資本

剰余金

資本剰余金

合計

その他利益

剰余金 利益剰余金

合計繰越利益

剰余金

当期首残高 10,000 298,542 - 298,542 118,654 118,654 427,197 427,197

当期変動額         

新株の発行 9,900 9,900  9,900   19,800 19,800

当期純損失（△）     △15,609 △15,609 △15,609 △15,609

当期変動額合計 9,900 9,900 - 9,900 △15,609 △15,609 4,190 4,190

当期末残高 19,900 308,442 - 308,442 103,045 103,045 431,388 431,388
 

 

EDINET提出書類

株式会社　高滝リンクス倶楽部(E04706)

有価証券報告書

35/62



④ 【キャッシュ・フロー計算書】

           (単位：千円)

          前事業年度
(自 令和５年９月１日
　至 令和６年８月31日)

当事業年度
(自 令和６年９月１日
　至 令和７年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税引前当期純損失（△） △22,532 △15,029

 減価償却費 22,174 26,783

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,183 1,635

 支払利息 388 523

 受取利息 △1 △24

 売上債権の増減額（△は増加） 887 △6,675

 棚卸資産の増減額（△は増加） △2,123 △1,391

 仕入債務の増減額（△は減少） 1,037 894

 未払金の増減額（△は減少） - △547

 未払費用の増減額（△は減少） 4,498 2,768

 未払消費税等の増減額（△は減少） △3,306 8,652

 預り保証金の増減額（△は減少） 7,400 △900

 その他 △1,118 2,915

 小計 9,486 19,604

 利息の受取額 1 24

 利息の支払額 △388 △482

 法人税等の支払額 △580 △580

 営業活動によるキャッシュ・フロー 8,519 18,567

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 有形固定資産の取得による支出 △7,348 △7,858

 無形固定資産の取得による支出 △390 -

 敷金及び保証金の差入による支出 △1,200 -

 出資金の払込による支出 - △10

 投資活動によるキャッシュ・フロー △8,938 △7,868

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 長期借入れによる収入 - 49,700

 長期借入金の返済による支出 △9,996 △23,446

 割賦債務の返済による支出 △743 △153

 リース債務の返済による支出 △8,936 △12,429

 財務活動によるキャッシュ・フロー △19,676 13,670

現金及び現金同等物に係る換算差額 - -

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △20,095 24,369

現金及び現金同等物の期首残高 28,763 8,668

現金及び現金同等物の期末残高 8,668 33,037
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【注記事項】

(重要な会計方針)

１ 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券

   その他有価証券

   市場価格のない株式等

　   移動平均法による原価法

(2) 棚卸資産

   先入先出法による原価法(貸借対照表価額については収益力の低下に基づく簿価切下げの方法)

 

 

２ 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

定率法(但し平成10年４月１日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した

建物附属設備及び構築物については定額法)を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下の通りであります。

建物          7～34年

構築物        10～60年

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

定額法によっております。

なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

(3) 長期前払費用

均等償却によっております。

(4) リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

 

３ 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

期末現在に有する債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 災害損失引当金

当社は、令和元年９月、10月に発生した台風により被災したゴルフ場施設にかかる修繕・復旧費用等の支出に備

えるため、その見積額を計上しております。

 
４　収益及び費用の計上基準

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する

通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下の通りであります。

(1) コース使用料等収入

ゴルフクラブ会員によるゴルフコース使用等の対価であるコース使用料等収入は、顧客とのサービス提供契約に

基づいてゴルフコース使用サービスの提供が完了した時点で履行義務が充足されると判断し、収益を認識しており

ます。また、割引チケットの利用による値引きが見込まれるものについては、割引チケット発行時に収益を認識せ

ず、当該割引チケットの発行価額で契約負債を認識しております。

(2) 年会費収入

ゴルフクラブ会員との契約の対価である年会費収入は、履行義務の充足に係る合理的な期間を見積り、当該進捗

度に基づき一定の期間にわたり収益を認識しております。

(3) ホテル・レストラン収入

客室、レストラン及びそれらに付帯するサービスの提供の対価であるホテル・レストラン収入は、受渡時点にお
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いて顧客が当該財又はサービスに対する支配を獲得し、当社グループの履行義務が充足されると判断し、収益を認

識しております。

 
５ キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に

換金可能であり、かつ価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短

期投資からなっております。

 

６ その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

該当事項はありません。

 

（追加情報）

該当事項はありません。
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(貸借対照表関係)

※１ 担保提供資産

 

 
前事業年度

(令和６年８月31日)
当事業年度

(令和７年８月31日)

建物 55,617千円 51,636千円

土地 202,024千円 202,024千円
 

 

上記の担保資産に対する債務

 

 
前事業年度

(令和６年８月31日)
当事業年度

(令和７年８月31日)

その他の流動負債 -千円 21,700千円

株主、役員又は従業員からの長期借入金 181,084千円 175,834千円
 

 

(損益計算書関係)

前事業年度(自 令和５年９月１日 至 令和６年８月31日)

※１　顧客との契約から生じる収益

　売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客との契約

から生じる収益の金額は、財務諸表「注記事項　（収益認識関係）　１. 顧客との契約から生じる収益を分解した情

報」に記載しております。

 
当事業年度(自 令和６年９月１日 至 令和７年８月31日)　

※１　顧客との契約から生じる収益

　売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客との契約

から生じる収益の金額は、財務諸表「注記事項　（収益認識関係）　１. 顧客との契約から生じる収益を分解した情

報」に記載しております。
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(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自 令和５年９月１日 至 令和６年８月31日)

1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当期首株式数

(株)

当期増加株式数

(株)

当期減少株式数

(株)

当期末株式数

(株)

発行済株式数     

普通株式 678 ― ― 678

優先株式 286 ― ― 286

後配株式 400 ― ― 400

合計 1,364 ― ― 1,364

自己株式 ― ― ― ―
 

 
2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

 
3.配当に関する事項

該当事項はありません。

 

当事業年度(自 令和６年９月１日 至 令和７年８月31日)

1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当期首株式数

(株)

当期増加株式数

(株)

当期減少株式数

(株)

当期末株式数

(株)

発行済株式数     

普通株式 678 18 ― 696

優先株式 286 ― ― 286

後配株式 400 ― ― 400

合計 1,364 18 ― 1,382

自己株式 ― ― ― ―
 

（変動事由の概要）

普通株式の増加数の主な内訳は、次のとおりであります。

有償第三者割当による増加 18株

 
2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

 

3.配当に関する事項

該当事項はありません。
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(キャッシュ・フロー計算書関係)

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に記載されている科目の金額との関係

 

 
前事業年度

(自 令和５年９月１日
至 令和６年８月31日)

当事業年度
(自 令和６年９月１日
至 令和７年８月31日)

現金及び預金勘定 8,668千円 33,037千円

預入期間が3か月を超える定期預金 ―千円 ―千円

現金及び現金同等物 8,668千円 33,037千円
 

 

重要な非資金取引の内容

　1. 債務の株式化（デット・エクイティ・スワップ）

　前事業年度(令和６年８月31日)

　　該当事項はありません。

　当事業年度(令和７年８月31日)

　　　　資本金の増加　　　　　　　9,900千円

　　　　資本準備金の増加　　　　　9,900千円

　　　　借入金の減少　　　 　　　19,800千円

 
　2. ファイナンス・リース取引

 

 
前事業年度

(自 令和５年９月１日
至 令和６年８月31日)

当事業年度
(自 令和６年９月１日
至 令和７年８月31日)

ファイナンス・リース取引に係る
資産及び債務の額

21,827千円 15,246千円
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(リース取引関係)

ファイナンス・リース取引(借主側)

所有権移転ファイナンス・リース取引

(1) リース資産の内容

　・有形固定資産

ゴルフ場の芝刈り機（乗用5連ロータリーモア）であります。

(2) リース資産の減価償却の方法

重要な会計方針「２　固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。

所有権移転外ファイナンス・リース取引

(1) リース資産の内容

・有形固定資産

主にゴルフ事業におけるゴルフカートなどであります。

(2) リース資産の減価償却の方法

重要な会計方針「２　固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。

 

(金融商品関係)

1．金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社は、資金運用については短期的な預金等に限定しております。デリバティブ取引やその他投機的な取引は行

いません。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である営業未収入金のうち、売掛金は顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、

継続して定期的に取引先ごとの期日管理及び残高管理を行い、リスクの低減を図っております。営業未収入金のう

ち、会員からの未収入金についても信用リスクに晒されておりますが、個別に残高管理を行うとともに定期的に担

保資産の評価を行い、個別に信用状況を把握する体制となっております。

買掛金、未払金、未払費用、未払法人税等、未払消費税等、預り金、1年内返還予定の預り保証金は、1年以内に

支払期日が到来するものであり、金利変動リスクはありません。

リース債務は、固定金利を利用しており、金利の変動リスクは回避されております。
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2．金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

 
前事業年度(令和６年８月31日)

   (単位：千円)

 貸借対照表計上額 時価 差額

(1)リース債務(長期) 15,703 15,090 △612

(2)長期借入金(関係会社・株主含む) 198,801 188,991 △9,809

負債計 214,504 204,082 △10,422
 

(注１) 現金及び預金、営業未収入金、買掛金、未払金、未払費用、未払法人税等、未払消費税等、預り金、及び

リ　　　　

ース債務（短期）は、すべて短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、記載を省略

しております。

(注２) 以下の金融商品は、市場価格がなく、また継続利用が前提であることから返還時期が予測不可能であり、

時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表には含まれておりません。

 (単位：千円)

区分 令和６年８月31日

投資有価証券に属するもの  

市場価格のない株式等 50

長期預り保証金 134,000
 

(注３) 金銭債権の決算日後の償還予定額

 １年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超

営業未収入金 57,891千円 ―千円 ―千円 ―千円

長期貸付金 ―千円 ―千円 ―千円 ―千円

合計 57,891千円 ―千円 ―千円 ―千円
 

(注４) 長期借入金及びリース債務の決算日後の返済予定額

 １年超２年以内 ２年超３年以内 ３年超４年以内 ４年超５年以内

株主、役員又は従業員
からの長期借入金

―千円 ―千円 ―千円 ―千円

長期借入金 9,996千円 7,721千円 ―千円 ―千円

リース債務 4,974千円 3,820千円 3,820千円 2,718千円
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当事業年度(令和７年８月31日)

   (単位：千円)

 貸借対照表計上額 時価 差額

(1)リース債務(長期) 20,384 19,661 △723

(2)長期借入金(関係会社・株主含む) 183,555 175,701 △7,854

負債計 203,940 195,362 △8,577
 

(注１) 現金及び預金、営業未収入金、買掛金、未払金、未払費用、未払法人税等、未払消費税等、預り金、

１年内返還予定の預り保証金、及びリース債務（短期）は、すべて短期で決済されるため、時価は帳簿価額と

近似していることから、記載を省略しております。

(注２) 以下の金融商品は、市場価格がなく、また継続利用が前提であることから返還時期が予測不可能であり、

時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表には含まれておりません。

 (単位：千円)

区分 令和７年８月31日

投資有価証券に属するもの  

市場価格のない株式等 50

長期預り保証金 59,700
 

(注３) 金銭債権の決算日後の償還予定額

 １年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超

営業未収入金 64,566千円 ―千円 ―千円 ―千円

長期貸付金 ―千円 ―千円 ―千円 ―千円

合計 64,566千円 ―千円 ―千円 ―千円
 

(注４) 長期借入金及びリース債務の決算日後の返済予定額

 １年超２年以内 ２年超３年以内 ３年超４年以内 ４年超５年以内

株主、役員又は従業員
からの長期借入金

―千円 ―千円 ―千円 175,834千円

長期借入金 7,721千円 ―千円 ―千円 ―千円

リース債務 6,869千円 6,869千円 5,767千円 878千円
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3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分類して

おります。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定

　　　　　　　　の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係る

　　　　　　　　インプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価の算定に重要な影響を与える

　　　　　　　　インプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、

　　　　　　　　時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

 

（1）時価で貸借対照表に計上している金融商品

　前事業年度（令和６年８月31日）

　該当事項はありません。

 
　当事業年度（令和７年８月31日）

　該当事項はありません。

 
（2）時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

　　　前事業年度（令和６年８月31日）

区分
時価（千円）

レベル1 レベル2 レベル3 合計

リース債務(長期) ― 15,090 ― 15,090

長期借入金(関係会社・株主含む) ― 188,991 ― 188,991
 

 
　　　当事業年度（令和７年８月31日）

区分
時価（千円）

レベル1 レベル2 レベル3 合計

リース債務(長期) ― 19,661 ― 19,661

長期借入金(関係会社・株主含む) ― 175,701 ― 175,701
 

（注１）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

　リース債務(長期)

　リース債務(長期)の時価については、将来のキャッシュ・フローを追加借入利率等で割り引いた現在価値にて算定す

る方法によっております。

　長期借入金(関係会社・株主含む)

　長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定す

る方法によっております。
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(有価証券関係)

該当事項はありません。

 

(デリバティブ取引関係)

当社は、デリバティブ取引を利用しておりませんので、該当事項はありません。

 

(退職給付関係)

該当事項はありません。

 

(ストック・オプション等関係)

該当事項はありません。

 

(税効果会計関係)

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 
前事業年度

(令和６年８月31日)
当事業年度

(令和７年８月31日)

繰延税金資産   

　契約負債 9,077千円 8,966千円

 災害損失引当金 55千円 57千円

　貸倒引当金 10,238千円 11,061千円

　減損損失 54,010千円 55,377千円

　減価償却費 38,926千円 33,825千円

　ミニマムユース未収入金 10,964千円 12,631千円

　繰越欠損金（注）２ 30,963千円 41,395千円

　その他 183千円 188千円

繰延税金資産小計 154,421千円 163,504千円

　税務上の繰越欠損金に係る評価
性引当額（注）２

△30,963千円 △41,395千円

　将来減算一時差異等の合計に係
る評価性引当額

△123,457千円 △122,108千円

評価性引当額小計（注）１ △154,421千円 △163,504千円

繰延税金資産合計 ―千円 ―千円
 

　（注）１　評価性引当額に重要な変動はありません。

 
２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

　主要な項目別の内訳

　　該当事項はありません。

 
３　法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

　　「所得税法等の一部を改正する法律」（令和7年法律第13号）が2025年3月31日に国会で成立したことに

伴　　　　　

　　い、2026年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産については法定実効税

　　率を33.58％から34.43％に変更し計算しております。これらの法定実効税率の変更に伴う影響は軽微です。
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（注）２　税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

　　前事業年度（令和６年８月31日）

 
１年以内
(千円)

１年超
２年以内
 (千円)

２年超
３年以内
(千円)

３年超
４年以内
(千円)

４年超
５年以内
(千円)

５年超
(千円)

合計

税務上の繰越欠損金(※
1)

― 7,476 3,769 6,468 ― 13,249 30,963

評価性引当額 ― △7,476 △3,769 △6,468 ― △13,249 △30,963

繰延税金資産 ― ― ― ― ― ― (※2) 
 

(※1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

(※2) 税務上の繰越欠損金については、全額を回収不能と判断しております。

 
　　当事業年度（令和７年８月31日）

 
１年以内
(千円)

１年超
２年以内
 (千円)

２年超
３年以内
(千円)

３年超
４年以内
(千円)

４年超
５年以内
(千円)

５年超
(千円)

合計

税務上の繰越欠損金(※
1)

7,666 3,864 6,632 ― ― 23,232 41,395

評価性引当額 △7,666 △3,864 △6,632 ― ― △23,232 △41,395

繰延税金資産 ― ― ― ― ― ― (※2) 
 

(※1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

(※2) 税務上の繰越欠損金については、全額を回収不能と判断しております。

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別内訳については、課税所

得が発生していないため記載しておりません。

 

(資産除去債務関係)

当社のゴルフ場土地の一部は、賃貸借契約によりますが、当該契約は、自動継続であり、かつ、ゴルフ場以外

の利用が不可能なことから契約解除となる蓋然性が極めて低いため資産除去債務を計上しておりません。

 

(賃貸等不動産関係)

賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、注記を省略しております。

 

(収益認識関係)

１. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

　　　前事業年度(自令和５年９月１日 至令和６年８月31日)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

コース使用料等収入 287,755

年会費収入 67,200

その他売上 47,188

顧客との契約から生じる収益 402,144

その他の収益 ―

外部顧客への売上高 402,144
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　　　当事業年度(自令和６年９月１日 至令和７年８月31日)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

コース使用料等収入 284,488

年会費収入 70,255

ホテル・レストラン収入 51,075

その他売上 64,986

顧客との契約から生じる収益 470,805

その他の収益 ―

外部顧客への売上高 470,805
 

 

２. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

　　①営業収益

当社は、ゴルフ場を経営しており、来場されコースを使用された際に支払われるコース使用料や飲食された際の

食堂売店収入、クラブ会員の年会費、クラブに入会する際の入会金や名義書換手数料の他、隣接するホテル及びレ

ストラン経営による収入等を主な収入としております。

 
３. 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末にお

いて存在する顧客との契約から当中事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

　前事業年度(自令和５年９月１日 至令和６年８月31日)

　契約負債の残高等

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

 当事業年度

顧客との契約から生じた債権（期首残高） ―

顧客との契約から生じた債権（期末残高） ―

契約負債（期首残高） 48,486

契約負債（期末残高） 46,998
 

契約負債は、会員に対して発行される割引チケット、及び会員から受け取る年会費のうち当事業年度末日後の期間の

前受金に関するものであります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。

　当事業年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、30,593千円であります。ま

た、当事業年度において、契約負債が1,488千円減少した主な理由は、会員から受け取る年会費のうち当事業年度末日後

の期間に係る前受金が前事業年度に比して975千円減少したためであります。　　
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　当事業年度(自令和６年９月１日 至令和７年８月31日)

　契約負債の残高等

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

 当事業年度

顧客との契約から生じた債権（期首残高） ―

顧客との契約から生じた債権（期末残高） ―

契約負債（期首残高） 46,998

契約負債（期末残高） 49,002
 

契約負債は、会員に対して発行される割引チケット、及び会員から受け取る年会費のうち当事業年度末日後の期間の

前受金に関するものであります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。

　当事業年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、27,639千円であります。ま

た、当事業年度において、契約負債が2,003千円増加した主な理由は、会員から受け取る年会費のうち当事業年度末日後

の期間に係る前受金が前事業年度に比して3,147千円増加したためであります。　　
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社は、ゴルフ場の経営及びこれに付随する事業を営む単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

【関連情報】

前事業年度(自 令和５年９月１日 至 令和６年８月31日)

１ 製品及びサービスごとの情報

ゴルフ場運営事業の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。

 
２ 地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦の外部顧客への売上高に区分した金額が損益計算書の売上高の90%を超えるため、地域ごとの売上高の記載

を省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの売

上高の記載を省略しております。

 
３ 主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。

 
当事業年度(自 令和６年９月１日 至 令和７年８月31日)

１ 製品及びサービスごとの情報

ゴルフ場運営事業の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。

 

２ 地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦の外部顧客への売上高に区分した金額が損益計算書の売上高の90%を超えるため、地域ごとの売上高の記載

を省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの売

上高の記載を省略しております。

 

３ 主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
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【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

該当事項はありません。

 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

該当事項はありません。

 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。

 

(持分法損益等)

当社は関連会社を有していないため、該当事項はありません。
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【関連当事者情報】

１ 関連当事者との取引

(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る)等

該当事項はありません。

 

(2) 財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

該当事項はありません。

 

(3) 財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

該当事項はありません。

 

(4) 財務諸表提出会社の役員及び個人主要株主等

前事業年度(自 令和５年９月１日 至 令和６年８月31日)

該当事項はありません。

 
当事業年度(自 令和６年９月１日 至 令和７年８月31日)

該当事項はありません。
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２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

該当事項はありません。

 

(2) 重要な関連会社の要約財務情報

該当事項はありません。

 

(１株当たり情報)

 

 
前事業年度

(自 令和５年９月１日
至 令和６年８月31日)

当事業年度
(自 令和６年９月１日
至 令和７年８月31日)

１株当たり純資産額 △1,253,249円20銭 △1,228,842円83銭

１株当たり当期純損失（△） △21,440円51銭 △14,455円21銭
 

(注) １ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

２ １株当たり当期純損失の算定上の基礎

 

項目
前事業年度

(自 令和５年９月１日
至 令和６年８月31日)

当事業年度
(自 令和６年９月１日
至 令和７年８月31日)

１株当たり当期純損失（△）   

当期純損失（△）(千円) △23,112 △15,609

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る当期純損失（△）(千円) △23,112 △15,609

期中平均株式数(株) 1,078 1,080
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⑤【附属明細表】

【有価証券明細表】

有価証券の金額が資産の総額の100分の1以下であるため、有価証券明細表の作成を省略しております。

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類
当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産        

 建物 258,932 607 ― 259,539 207,903 4,588 51,636

構築物 882,146 6,706 ― 888,853 738,816 4,443 150,036

 機械及び装置 161,380 277 ― 161,657 146,511 4,406 15,146

 車両運搬具 21,057 ― 120 20,937 20,497 410 439

 工具、器具及び備品 35,570 1,707 ― 37,277 26,136 2,597 11,141

 リース資産 48,214 13,860 ― 62,074 31,749 10,179 30,324

 コース勘定 371,159 ― ― 371,159 ― ― 371,159

 土地 202,024 ― ― 202,024 ― ― 202,024

有形固定資産計 1,980,487 23,157 120 2,003,524 1,171,616 26,624 831,907

無形固定資産        

 ソフトウェア ― ― ― 3,504 3,264 159 240

 電話加入権 ― ― ― 0 ― ― 0

   無形固定資産 ― ― ― 3,504 3,264 159 240

長期前払費用 966 ― ― 966 655 146 311
 

(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物　　　　　　　　　　　浴槽濾過装置ポンプ交換　349千円

構築物　　　　　　　　　　獣害防止電柵設置工事　3,165千円、カート道補修工事　3,270千円

工具、器具及び備品　　　　キューブアイスメーカー　575千円、監視カメラ　381千円

リース資産　　　　　　　　ゴルフカート10台　13,860千円

２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

車両運搬具　　　　　　　　日産moco除却　120千円

３．無形固定資産の金額が資産の総額の１％以下であるため、「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少

額」の記載を省略しております。

 

【社債明細表】

該当事項はありません。
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【借入金等明細表】

 

区分
当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金 ― ― ― ―

１年以内に返済予定の長期借入金 9,996 9,996 1.200 ―

１年以内に返済予定のリース債務 10,026 8,161 ― ―

 長期借入金(１年以内に返済予定
のものを除く。)

17,717 7,721 1.200 令和 9年 6月 25日

株主、役員又は従業員からの長期
借入金

181,084 175,834 0.900 令和11年 10月 31日

リース債務(１年以内に返済予定
のものを除く。)

15,703 20,384 ―
令和 8年 9月～
令和 12年 3月

その他有利子負債 ― 21,700 3.000
令和 7年 9月～
令和 8年 1月

合計 234,526 243,797 ― ―
 

(注) １　株主、役員又は従業員からの長期借入金の返済は先方との契約により、当面の間元本返済を優先しており、

貸主からの請求に応じて、0.9％を上限として金利を支払うこととなっております。

２ リース債務の平均利率についてはリース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸

借対照表に計上しているため、記載しておりません。

３ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年間の返済予定額は以下

のとおりです。
 

 
１年超２年以内
(千円)

２年超３年以内
(千円)

３年超４年以内
(千円)

４年超５年以内
(千円)

株主、役員又は従業
員からの長期借入金

―千円 ―千円 ―千円 175,834千円

長期借入金 7,721千円 ―千円 ―千円 ―千円

リース債務 6,869千円 6,869千円 5,767千円 878千円
 

 

【引当金明細表】

 

区分
当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金 30,491 2,766 354 775 32,126

災害損失引当金 165 ― ― ― 165
 

(注) 貸倒引当金の当期減少額(その他)は、対象債権の減少に伴う戻入額であります。

 

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。
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(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 流動資産

イ 現金及び預金

 

区分 金額(千円)

現金 1,660

預金  

普通預金 28,376

定期積金 3,000

預金計 31,376

計 33,037
 

 

ロ 営業未収入金

 

区分 金額(千円)

売掛金
 ㈱三井住友カード他

21,267

未収入金 30,337

ミニマムユース未収入金 12,961

計 64,566
 

(注) １ 売掛金、未収入金は1ヶ月以内に回収されるものであります。

２ ミニマムユース未収入金は3ヶ月以内に回収されるものであります。

 

ハ 商品

 

区分 金額(千円)

コース売店棚卸商品 5,709

マーケット、レストラン、ホテル棚卸商品 1,134

計 6,843
 

(注) 飲料その他コース売店、及びマーケット販売商品

 

EDINET提出書類

株式会社　高滝リンクス倶楽部(E04706)

有価証券報告書

56/62



 

② 流動負債

イ 買掛金

 

相手先 金額(千円)

㈱藤田食品 956

㈱井東商店 941

やつや 338

鮮魚木村 317

㈲根本鳥屋商店 252

その他 2,025

計 4,832
 

 

ロ 契約負債

 

区分 金額(千円)

発行済みディスカウントチケット未使用残高 26,044

前受収益 22,958

計 49,002
 

(注) １ 発行済みディスカウントチケットのうち、発行時の有効期限が10年のものが25,037千円、発行時の有効期限

が1年のものが1,007千円あります。

２ 前受収益は翌期分の年会費の前受分であり、翌期に年会費収入に振り替えられるものであります。

 
ハ １年内返還予定の預り保証金

 

内訳 金額(千円)

ブリック アンド ウッド クラブからの預り保証金 73,400
 

 
 

③　固定負債

イ　長期預り保証金

 

内訳 金額(千円)

ブリック アンド ウッド クラブからの預り保証金 59,700
 

(3) 【その他】

該当事項はありません。
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】
 

事業年度 ９月１日から８月31日まで

定時株主総会 毎決算期の末日から３ヶ月以内

基準日 ８月31日

株券の種類
普通株式、優先株式 １株券
後配株式 １株券 10株券、100株券

剰余金の配当の基準日 ８月31日

１単元の株式数 該当なし

株式の名義書換え  

   取扱場所 新宿区四谷１丁目１番地

   株主名簿管理人 木内 充

   取次所 該当ありません。

   名義書換手数料 無料

   新券交付手数料 無料

単元未満株式の買取り  

   取扱場所  

   株主名簿管理人 該当ありません。

   取次所  

   買取手数料  

公告掲載方法 官報

株主に対する特典 該当事項はありません。

株式譲渡の制限 当会社の株式を譲渡するには、定款第11条により、取締役会の承認を要する
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第７ 【提出会社の参考情報】

 

１ 【提出会社の親会社等の情報】

当社には親会社等はありません。

 

２ 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。

 

(1) 有価証券報告書及びその添付書類

事業年度 第38期(自 令和５年９月１日 至 令和６年８月31日)令和６年11月25日関東財務局長に提出

(2) 半期報告書

事業年度 第39期中(自 令和６年９月１日 至 令和７年２月28日)令和７年5月26日関東財務局長に提出
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書
 

 

 

令和７年11月１日

株式会社高滝リンクス倶楽部

取締役会  御中

長田公認会計士事務所

　 神奈川県横浜市
 

  公認会計士 長   田   信   也  
 

監査意見

私は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式
会社高滝リンクス倶楽部の令和６年９月１日から令和７年８月31日までの第39期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借
対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明
細表について監査を行った。
私は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社高滝リ

ンクス倶楽部の令和７年８月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フ
ローの状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
 
監査意見の根拠
私は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における私の責
任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。私は、我が国における職業倫理に関する規定に従っ
て、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。私は、意見表明の基礎とな
る十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
 
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営
者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役の責任は、その他の記載内容の報告プロセ
スの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
私の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、私はその他の記載内容に対して意見

を表明するものではない。
財務諸表監査における私の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表

が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他
の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
私は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告すること

が求められている。

その他の記載内容に関して、私が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者並びに監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを
評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
 
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が
ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決
定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備
を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
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利害関係

会社と私との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
※１　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会
　　　社）が別途しております。
※２　ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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